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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種（公務員）の登録について

新型インフルエンザ等対策の推進につきましては、⽇頃から御協⼒を賜り厚く御礼
申し上げます。

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24年法律第 31号）第 28条に基づく
特定接種（以下「特定接種」という。）の登録については、平成 28年３月 31日付け
当室事務連絡「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種（公務員）の
報告について」を発出し、周知等を依頼したところですが、これまで報告の開始を延
期とさせていただいておりました。
これは、国⺠⽣活・国⺠経済安定分野の申請内容を確認いただく管理者のルート追

加に関する御要望などを反映するため、⼤幅なシステムの改修を⾏ったことに伴うも
のであり、関係者の皆様には御迷惑をお掛けいたしました。
この度、下記スケジュールのとおり、報告の再開に向けた準備が整いましたのでお

知らせいたします。
つきましては、報告の対象となる各職種の公務員に関係する部局・機関等に再度周

知をお願いします。

記

○ 登録のスケジュール
・ 公務員の報告の受付開始 平成 28年 10月 14日
報告の締切 平成 29年１月５日

※システム操作に関するお問い合わせは、ヘルプデスク（特定接種管理システム業
者：スリーハンズ株式会社）までお願いします。
TEL ０３－５５１０－３３１８
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